
毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日
）

目

次

告

示

○
青
少
年
に
有
益
な
書
籍
と
し
て
推
奨
す
る
件

六
一
五

○
青
少
年
に
有
害
な
図
書
類
と
し
て
指
定
す
る
件

六
一
五

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
に
つ
い
て
意
見
が
あ
っ
た
件

六
一
五

○
保
安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
予
定
で
あ
る
件

六
一
六

○
電
線
共
同
溝
を
整
備
す
べ
き
道
路
と
し
て
指
定
し
た
件

六
一
六

○
都
市
計
画
を
変
更
し
た
件
二
件

六
一
六

告

示

福
島
県
告
示
第
七
百
六
十
八
号

福
島
県
青
少
年
健
全
育
成
条
例
（
昭
和
五
十
三
年
福
島
県
条
例
第
三
十
号
）
第
十
二
条
の
規
定
に
よ

り
、
青
少
年
の
健
全
な
育
成
を
図
る
上
に
お
い
て
有
益
な
書
籍
と
し
て
、
次
の
も
の
を
推
奨
す
る
。

平
成
二
十
五
年
十
二
月
六
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

推
奨
番
号

名

称

制
作
者
又
は
配
給
者

備

考

二
一
九
は
し
る
っ
て
な
に

和
合
亮
一
・
文

推
奨
対
象

幼
児
、

き
む
ら
ゆ
う
い
ち
・
絵

小
学
生
、
中
学
生

（
株
式
会
社
芸
術
新
聞
社
）
高
校
生
、
青
年
及

び
一
般

二
二
〇
世
の
中
へ
の
扉

奇
跡
は
つ
ば

源
和
子
（
株
式
会
社
講
談

推
奨
対
象

小
学

さ
に
乗
っ
て

社
）

生
（
中
学
年
及
び

高
学
年
）
、
中
学

生
、
高
校
生
、
青

年
及
び
一
般

（
青
少
年
・
男
女
共
生
課
）

福
島
県
告
示
第
七
百
六
十
九
号

福
島
県
青
少
年
健
全
育
成
条
例
（
昭
和
五
十
三
年
福
島
県
条
例
第
三
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
、
次
の
図
書
類
を
青
少
年
に
有
害
な
も
の
と
し
て
指
定
す
る
。

平
成
二
十
五
年
十
二
月
六
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

指
定
番
号

種

類

名

称

等

発

行

者

指
定
理
由

六
五
六
二

雑

誌

世
界
殺
人
鬼
フ
ァ
イ
ル
殺
人

２
１
世
紀
Ｂ
Ｏ
Ｘ

著
し
く
青
少
年
の

王
黒
魔
術
篇
〜
狂
神
た
ち
の

粗
暴
性
又
は
残
虐

覚
醒
〜

性
を
助
長
し
、
そ

（
Ｉ
Ｓ
Ｂ
Ｎ
―
９
７
８
―

の
健
全
な
育
成
を

４
―
８
８
４
６
９
―
６
７
３
―

阻
害
す
る
お
そ
れ

３
）

が
あ
る
。

六
五
六
三

雑

誌

チ
ャ
ン
プ
ロ
ー
ド

２
０
１

株
式
会
社
笠
倉
出

著
し
く
青
少
年
の

３

１
２
月
号

版
社

自
殺
又
は
犯
罪
を

（
０
６
２
３
１
―
１
２
）

誘
発
し
、
そ
の
健

全
な
育
成
を
阻
害

六
五
六
四

雑

誌

実
話
ナ
ッ
ク
ル
ズ

１
２
月

ミ
リ
オ
ン
出
版
株

す
る
お
そ
れ
が
あ

号

式
会
社

る
。

（
０
４
８
７
７
―
１
２
）

六
五
六
五

雑

誌

三
才
ム
ッ
ク

ｖ
ｏ
ｌ

５

株
式
会
社
三
才
ブ
ッ

.

６
３

裏
仕
事
師

儲
け
の

ク
ス

か
ら
く
り

（
６
４
２
４
２
―
６
８
）

（
青
少
年
・
男
女
共
生
課
）

福
島
県
告
示
第
七
百
七
十
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
八
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
聴
取
し
た
意
見
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
な
お
、
当
該
意
見
を
平
成
二
十

五
年
十
二
月
六
日
か
ら
平
成
二
十
六
年
一
月
六
日
ま
で
福
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
総
室
商
業
ま
ち
───────────────────────────────────────────────────────────
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づ
く
り
課
、
福
島
県
県
南
地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労
政
課
及
び
白
河
市
産
業
部

商
工
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
五
年
十
二
月
六
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

意
見
の
対
象
と
な
っ
た
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

カ
ワ
チ
薬
品
白
河
東
店

福
島
県
白
河
市
中
田
百
十
番
一
ほ
か

二

法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
白
河
市
か
ら
聴
取
し
た
意
見
の
概
要

意
見
な
し
。

（
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
）

福
島
県
告
示
第
七
百
七
十
一
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
予
定
で
あ
る
。

平
成
二
十
五
年
十
二
月
六
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

耶
麻
郡
猪
苗
代
町
大
字
壺
楊
字
南
浜
一
二
八
の
七
七
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

風
害
の
防
備

三

解
除
の
理
由

道
路
用
地
と
す
る
た
め

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
福
島
県
農
林
水
産
部
森
林
林
業
総
室
森
林
保
全
課
及
び

猪
苗
代
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

（
森
林
保
全
課
）

福
島
県
告
示
第
七
百
七
十
二
号

電
線
共
同
溝
の
整
備
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
七
年
法
律
第
三
十
九
号
）
第
三
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
、
電
線
共
同
溝
を
整
備
す
べ
き
道
路
及
び
そ
の
区
間
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
二
十
五
年
十
二
月
六
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

路

線

名

区

間

県
道
小
名
浜
港
線

い
わ
き
市
小
名
浜
字
船
引
場
三
四
番
九
地
先
か
ら
同
市
小
名
浜
字
本

町
四
二
番
三
地
先
ま
で
の
上
り
線

い
わ
き
市
小
名
浜
字
定
西
二
九
六
番
一
地
先
か
ら
同
市
小
名
浜
字
定

西
七
五
番
一
地
先
ま
で
の
下
り
線

（
道
路
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
七
百
七
十
三
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
で
準
用
す
る
同
法
第
十
八
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
、
二
本
松
都
市
計
画
下
水
道
を
変
更
し
た
。
こ
の
変
更
に
係
る
関
係
図
書
を
次
の

と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
五
年
十
二
月
六
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

変
更
し
た
都
市
計
画
下
水
道
の
名
称

（
変
更
前
）
阿
武
隈
川
あ
だ
た
ら
流
域
下
水
道

（
変
更
後
）
阿
武
隈
川
上
流
流
域
下
水
道
（
二
本
松
処
理
区
）

二

縦
覧
に
供
す
る
図
書

総
括
図
及
び
計
画
書
の
写
し

三

縦
覧
場
所

福
島
県
県
中
流
域
下
水
道
建
設
事
務
所
建
設
課
、
二
本
松
市
建
設
部
都
市
計
画
課（

都
市
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
七
百
七
十
四
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
で
準
用
す
る
同
法
第
十
八
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
、
田
村
三
春
小
野
都
市
計
画
下
水
道
を
変
更
し
た
。
こ
の
変
更
に
係
る
関
係
図
書

を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
五
年
十
二
月
六
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

変
更
し
た
都
市
計
画
下
水
道
の
名
称

（
変
更
前
）
大
滝
根
川
流
域
下
水
道

（
変
更
後
）
阿
武
隈
川
上
流
流
域
下
水
道
（
田
村
処
理
区
）

二

縦
覧
に
供
す
る
図
書

総
括
図
及
び
計
画
書
の
写
し

三

縦
覧
場
所

福
島
県
県
中
流
域
下
水
道
建
設
事
務
所
建
設
課
、
田
村
市
建
設
部
都
市
計
画
課

（
都
市
計
画
課
）

───────────────────────────────────────────────────────────
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